
令和8年度一般会計予算に係る地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当先について

1．地方消費税交付金予算額

2．地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

その他
うち交付金

充当額

千円 千円 千円

148,252 1,057,590 239,828

社
会
保
険

1,162,480 263,613

保
健
衛
生

4,587 279,182 63,310

152,839 2,499,252 566,751

総　　額 従  来  分
増収（社会保障

財源化）分

千円 千円 千円

1,149,170 582,419 566,751

　社会保障財源化分566,751千円を社会保障施策関係経費の一般財源2,499,252千円

に充当します。

事　　業　　名
8年度
予算額

財　　源　　内　　訳

　平成26年4月1日から施行された消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴い、増収となった

地方消費税交付金については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものと

されています。

　令和8年度苅田町一般会計における社会保障施策関係経費への充当状況については、下記の

とおりです。

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金

社
会
・
児
童
福
祉

社会福祉事業
障がい者福祉事業
高齢者福祉事業
児童福祉事業
母子福祉事業など

千円 千円

4,532,702 3,326,860

国民健康保険事業(繰出金)
介護保険事業(繰出金)
後期高齢者医療事業(繰出金)

1,443,432 280,952

疾病予防対策事業
母子保健事業
健康増進(がん検診)事業など

311,836 28,067

合　　　計 6,287,970 3,635,879

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する経費（事務費や職員の人件費を除

いたもの）のうち一般財源の比率に応じて按分し充当しています。


